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選挙の期日
[告示日 ]　
福島県知事選挙：10 月 11 日㊍
（期日前投票期間：10月 12 日㊎～ 27日㊏）

福島県議会議員補欠選挙：10 月 19 日㊎
（期日前投票期間：10月 20 日㊏～ 27日㊏）
[ 投票日 ]　10 月 28 日㊐

投票所入場券
・ 入場券は告示日以降に発送します。期日前投票期

間になっても入場券が届かない場合がありますが、
入場券がなくても、選挙人名簿に登録され、選挙権
があり、本人であることが確認できれば投票するこ

とができます。

・ 1 枚のハガキに同一世帯の有権者 4 人分までの入場
券を記載して発送します。投票の際は入場券を切り
離して、必ず本人が持参してください。

▼期日前投票
　下記のいずれの投票所でも行うことができま
すが、投票所によって投票できる期間が異なり
ますのでご注意ください。投票所入場券の裏面
の「宣誓書」にあらかじめ必要事項を記載して
おくと、受付が早く済みます。

投票日当日に投票できない皆さんへ　～期日前投票などのお知らせ～

▼不在者投票
①�他の市区町村に滞在（避難）している人
　伊達市以外の市区町村に、仕事や震災などの
影響で滞在（避難）している人は、滞在（避難）
先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をす
ることができます。
　この場合は「不在者投票宣誓書（請求書）」
に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会に
直接または郵送で投票用紙などを請求してくだ

さい。

②病院などに入院・入所中の人
　不在者投票のできる場所として指定された病
院・老人ホームなどの施設に入院・入所中の人は、
その施設で不在者投票をすることができます。

▼郵便などによる不在者投票
　次のいずれかの要件に該当する人は、自宅などから郵送で投票することができます。ただし、事前に
証明書の交付を受ける必要がありますので、詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

①「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで一定の条件を満たす人
②「要介護５」の認定を受けている人

期日前投票所 期間・時間

市役所保原本庁舎
10 月 12 日㊎～ 27 日㊏
8 時 30 分～ 20 時

伊達総合支所
梁川総合支所
霊山総合支所
月舘ふるさとふれあい
ホール

10 月 20 日㊏～ 27 日㊏
8 時 30 分～ 20 時

投票日当日に仕事や旅行などで投票できない人は、投票日前日までに期日前投票をしましょう。

福島県知事選挙および
福島県議会議員補欠選挙 めいすいくん

投票日は

10
28㊐

問 選挙管理委員会事務局　☎ 575-1204

保原投票所で当日投票をされる皆さんへ
　10月 28日㊐は、投票所（保原市民センター）
に隣接する保原体育館でイベントの開催が予定
されています。駐車場の混雑が予想されますの
で、ご注意ください。

10 月 21 日㊐は梁川で交通規制が行われます
　期日前投票期間中の 10 月 21 日㊐は、三浦
弥平杯ロードレース大会の開催に伴い、交通規
制が行われます。車両通行止めとなる区間があ
りますので、大会のチラシなどで時間や場所を
ご確認ください。

ご注意ください

棄権しないで

投票しましょう
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